
（様式－１）

（令和４年４月１日作成）

事務名　不動産取引に関する相談業務

《事務処理フロー図の説明》
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（一財）不動産適正取引推進機構への処理
委託

○

　○

※宅地建物取引業法違反の疑いがある場合
は、口頭又は文書指導あるいは行政処分

1

事　　　務　　　処　　　理　　　フ　　　ロ　　　ー　　　図

作成部署　　住宅政策本部民間住宅部不動産業課指導相談担当 　電話３０－３８１

《事務処理フロー図》
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※賃貸住宅紛争防止条例違反の疑いがある
場合は、指導、勧告及び公表

不動産業課で解決のつかない紛争で、次の
要件を満たすもの
①両当事者の同意　②先例的な価値の存在

（相談後の業者指導等は含まず）

（業者調査する場合）

予約 電話により相談日時を予約してもらいます。

2 受付

相談したい内容が宅地建物取引に関することか､提出
された相談申込票に必要事項の記載漏れがないかど
うか､また､契約書面等の持参の有無を確認します。
（書面がない時は､一般的な相談として対応）

3 相談

相談に至るまでの取引の事実経過を聴取します。

取引の事前相談の場合は､実際に取引をするに当たっ
ての注意点ほか契約のポイントを説明します。

取引後の相談については､聴取した取引の事実経過及
び持参した契約書面等から､宅地建物取引業法違反の
有無を見極め、必要があれば宅地建物取引業者から
事情を聴取します｡その上で違反事項が認定できると
判断した場合には､所定の手続きを経て指導､監督を行
います。
なお､宅地建物取引業者が関与している民事紛争等に
ついては､不動産取引特別相談室の法律相談の予約
受付等を案内します。
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